
 
広
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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島
県
条
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二
十
一
号 

広
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

広
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
基
金
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
十
七
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

 
 

 

附 

則

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
、
広
島
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
基
金
の
残
額
に
相
当

す
る
額
を
国
に
納
付
す
る
た
め
に
、
当
該
基
金
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


